
 

平成２８年１２月松伏町議会定例会提出議案概要 

 

議案第８８号 

松伏町税条例等の一部を改正する条例 

１ 趣旨 

地方税法の一部改正に伴い、特定一般用医薬品等購入費に係る医療費控除の特例の創

設及び軽自動車税に係るグリーン化特例の延長等をするとともに、規定の整備をするた

めの条例の改正 

２ 内容 

（１）松伏町税条例の一部改正（第１条） 

  ア 修正申告書の提出又は納付すべき税額を増加させる更正があった場合において、

その修正申告又は増額更正に係る個人の町民税の所得割又は法人の町民税について

期限内申告書又は期限後申告書が提出されており、かつ、当該期限内申告書又は期

限後申告書の提出により納付すべき税額を減少させる更正があった後に当該修正申

告書の提出又は増額更正があったときは、当該修正申告書の提出又は増額更正によ

り納付すべき税額について、延滞金の計算期間から一定の期間を控除して計算する。

（第１９条、第４３条、第４８条及び第５０条関係） 

イ 平成３０年度から平成３４年度までに限り、所得割の納税義務者が前年中に支払

った特定一般用医薬品等購入費が１万２千円を超える場合において、前年中に健康

の保持増進及び疾病の予防への取組を行っているときには、その超える部分の金額

（上限８万８千円）を総所得金額等から控除する医療費控除の特例を設ける。（附

則第６条関係） 

ウ 平成２８年４月１日から平成２９年３月３１日までに初回車両番号指定を受けた

３輪以上の軽自動車に対する平成２９年度分の軽自動車税について、次の特例措置

を講ずる。（附則第１６条関係） 

（ア）電気軽自動車及び天然ガス軽自動車について、税率の概ね１００分の７５を軽

減 

（イ）次に掲げるガソリン軽自動車について、税率の概ね１００分の５０を軽減 

a  乗用の軽自動車のうち、基準エネルギー消費効率が平成３２年度基準エネル

ギー消費効率に１００分の１２０を乗じて得た数値以上のもの 

b  貨物用の軽自動車のうち、基準エネルギー消費効率が平成２７年度基準エネ

ルギー消費効率に１００分の１３５を乗じて得た数値以上のもの 

（ウ）次に掲げるガソリン軽自動車について、税率の概ね１００分の２５を軽減 

a  乗用の軽自動車のうち、基準エネルギー消費効率が平成３２年度基準エネル

ギー消費効率以上のもの 

b  貨物用の軽自動車のうち、基準エネルギー消費効率が平成２７年度基準エネ

ルギー消費効率に１００分の１１５を乗じて得た数値以上のもの 

（２）松伏町税条例及び松伏町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の一部改正（第

２条） 

ア 所得割の納税義務者が支払を受けるべき特例適用利子等又は特例適用配当等に

ついては、他の所得と区分し、当該特例適用利子等の額又は特例適用配当等の額

に１００分の３の税率を乗じて計算した金額に相当する町民税の所得割を課する。 

イ 特例適用利子等の額又は特例適用配当等の額を、国民健康保険税の所得割額の

算定及び軽減判定に用いる総所得金額に含める。 



ウ ア及びイは、平成２９年１月１日以後に支払を受けるべき特例適用利子等又は

特例適用配当等に係る個人の町民税又は国民健康保険税について適用する。 

（３）松伏町税条例の一部を改正する条例の一部改正（第３条） 

   松伏町税条例の一部改正に伴う規定の整備 

（４）松伏町税条例及び松伏町税条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例の一部

改正（第４条） 

   町たばこ税に関する経過措置に係る規定の整備 

３ 施行期日等 

（１）施行期日 

   平成２９年１月１日。ただし、２（２）については公布の日、２（１）ウ、（３）

及び（４）並びに３（３）については同年４月１日、２（１）イ及び３（２）イにつ

いては平成３０年１月１日 

（２）町民税に関する経過措置 

ア ２（１）アは、平成２９年１月１日以後に納期限が到来する個人の町民税の所得

割又は法人の町民税に係る延滞金について適用する。 

イ ２（１）イは、平成３０年度以後の年度分の個人の町民税について適用する。 

（３）軽自動車税に関する経過措置 

２（１）ウは、平成２９年度以後の年度分の軽自動車税について適用し、平成２８

年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。 

 

議案第８９号 

松伏町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

１ 趣旨 

職員の給料月額並びに扶養手当及び勤勉手当の額を改定するとともに、規定の整備を

するための条例の改正 

２ 内容 

（１）松伏町職員の給与に関する条例の一部改正（第１条） 

  ア 平成２８年１２月期に支給される職員及び再任用職員の勤勉手当の支給割合を次

のとおり改定する。 

 改 定 前 改 定 後 

職   員 ０．８月 ０．９月 

再任用職員 ０．３７５月 ０．４２５月 

イ 行政職給料表の給料月額の改定（別表） 

平均引上額 ６６３円 

平均改定率 ０．２％ 

（２）松伏町職員の給与に関する条例の一部改正（第２条） 

ア 扶養手当の額を次のとおり改定する。 

 改 定 前 改 定 後 

配偶者 １３，０００円 ６，５００円 

子 ６，５００円 １０，０００円 

  職員に配偶者がない場合の扶養親族１人に係る扶養手当の額は、改定前は１１，

０００円としていたが、改定後は子の場合は１０，０００円、父母等の場合は６，

５００円とする。 

イ 平成２９年度以降に支給される職員及び再任用職員の勤勉手当の支給割合を次の

とおり改定する。 



 改 定 前 改 定 後 

職   員 
０．８月（６月期） 

０．９月（１２月期） 
０．８５月 

再任用職員 
０．３７５月（６月期） 

０．４２５月（１２月期） 
０．４月 

３ 施行期日等 

（１）施行期日 

公布の日。ただし、２（２）は、平成２９年４月１日 

（２）経過措置 

ア ２（１）は平成２８年４月１日から適用する。 

イ ２（１）を適用する場合においては、２（１）による改正前の松伏町職員の給与

に関する条例の規定に基づいて支払われた給与は、２（１）による改正後の松伏町

職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。 

  ウ 平成２９年４月１日から平成３０年３月３１日までの間は、２（２）アの規定に

よる扶養手当の額を、配偶者１０，０００円、子８，０００円（職員に配偶者がな

い場合にあっては、そのうち１人については１０，０００円）、父母等６，５００

円（職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち１人につい

ては９，０００円）とする。 

 

議案第９０号 

町長等の給与等に関する条例等の一部を改正する条例 

１ 趣旨 

町長、副町長及び教育長並びに議会の議員の期末手当の額を改定するための条例の改

正 

２ 内容 

（１）町長等の給与等に関する条例の一部改正（第１条） 

   町長及び副町長に支給される平成２８年１２月期の期末手当の支給割合の改定 

支 給 月 改 定 前 改 定 後 

１２月期 ２．１７５月 ２．２７５月 

（２）町長等の給与等に関する条例の一部改正（第２条） 

   町長及び副町長に支給される平成２９年度以降の期末手当の支給割合の改定 

支 給 月 改 定 前 改 定 後 

６ 月 期 ２．０２５月 ２．０７５月 

１２月期 ２．２７５月 ２．２２５月 

（３）松伏町教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部改正（第３条） 

   教育長に支給される平成２８年１２月期の期末手当の支給割合の改定 

支 給 月 改 定 前 改 定 後 

１２月期 ２．１７５月 ２．２７５月 

（４）松伏町教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部改正（第４条） 

教育長に支給される平成２９年度以降の期末手当の支給割合の改定 

支 給 月 改 定 前 改 定 後 

６ 月 期 ２．０２５月 ２．０７５月 

１２月期 ２．２７５月 ２．２２５月 

（５）議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正（第５条） 



   議長、副議長、常任委員長、議会運営委員長及び議員に支給される平成２８年１２

月期の期末手当の支給割合の改定 

支 給 月 改 定 前 改 定 後 

１２月期 ２．１７５月 ２．２７５月 

（６）議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正（第６条） 

   議長、副議長、常任委員長、議会運営委員長及び議員に支給される平成２９年度以

降の期末手当の支給割合の改定 

支 給 月 改 定 前 改 定 後 

６ 月 期 ２．０２５月 ２．０７５月 

１２月期 ２．２７５月 ２．２２５月 

３ 施行期日等 

（１）施行期日 

   公布の日。ただし、２（２）、（４）及び（６）は、平成２９年４月１日 

（２）経過措置 

  ア ２（１）、（３）及び（５）は、平成２８年１２月１日から適用する。 

  イ ２（１）、（３）又は（５）を適用する場合においては、２（１）による改正前の

町長等の給与等に関する条例、２（３）による改正前の松伏町教育委員会教育長の

給与等に関する条例又は２（５）による改正前の議会の議員の議員報酬及び費用弁

償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ２（１）によ

る改正後の町長等の給与等に関する条例、２（３）による改正後の松伏町教育委員

会教育長の給与等に関する条例又は２（５）による改正後の議会の議員の議員報酬

及び費用弁償等に関する条例の規定による期末手当の内払とみなす。 

 

議案第９１号 

松伏町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部を改正する条例 

１ 趣旨 

職員の介護休暇を請求できる期間を分割できることとし、及び介護時間を新設すると

ともに、規定の整備をするための条例の改正 

２ 内容 

（１）介護休暇を請求できる期間の分割（第１５条関係） 

   現行制度上、介護休暇を請求できる期間については、一の要介護状態ごとに連続す

る６月の期間内とされているが、これを３回まで分割できるようにするもの 

現行 改正後 

一の要介護状態ごとに、連続する６月の

期間内で必要と認める期間 

一の要介護状態ごとに、３回以下、かつ

、合計６月以下の期間内で指定する期間 

（２）介護時間の新設（第１１条、第１５条の２及び第１７条関係） 

日常的な介護ニーズに対応するため、職員が介護のため勤務しないことが相当であ

ると認められる場合、連続する３年以下、１日につき２時間以下で勤務しないこと（

介護時間（無給））を承認する仕組みを新設 

（３）その他規定の整備 

３ 施行期日 

  平成２９年１月１日 

 

議案第９２号 

財産の取得について 



１ 財産の種類  物品 

２ 財産の内容  庁内ネットワーク強靭化対策設備 一式 

３ 取 得 金 額  １４，６３４,５８３円 

４ 契約の相手方  神奈川県川崎市中原区中丸子１３番地２ 

          株式会社富士通エフサス 

代表取締役 髙萩 弘 

           代理人 関越支社長 守屋 英貴 

 

議案第９３号 

指定管理者の指定について 

１  趣旨 

松伏町児童館の管理に関し、指定管理者を指定するもの 

２  内容 

（１）公の施設の名称 

   松伏町児童館 

（２）指定管理者として指定するもの 

東京都調布市調布ヶ丘三丁目６番地３ 

シダックス大新東ヒューマンサービス株式会社 

代表取締役 関口 昌太朗 

（３）指定の期間 

   平成２９年４月１日から平成３０年３月３１日まで 

   ※運営方法を再検討するため、期間を１年間とするもの 

 

議案第９４号 

町道の路線廃止について 

廃止内容 

町道７４１号線  

松伏町大字大川戸字砂田６３１番地先（起点）から 

大字大川戸字砂田６１３番地先（終点）まで 

幅員 ３．３０ｍ  延長 １８１．７２ｍ 

町道７４３号線  

松伏町大字大川戸字砂田６１３番地先（起点）から 

大字大川戸字砂田６１４番地先（終点）まで 

幅員 ３．３０ｍ  延長 ４９．７９ｍ 

 

議案第９５号 

町道の路線の一部廃止について 

廃止内容 

町道７４０号線  

松伏町大字大川戸字砂田６３１番地先（起点）から 

大字大川戸字砂田６１４番地先（終点）まで 

幅員 ３．３０ｍ  延長 １７９．０３ｍ 

町道７４４号線  

松伏町大字大川戸字砂田５７０番２地先（起点）から 

大字大川戸字砂田５６３番１地先（終点）まで 



幅員 ３．３０ｍ  延長 １３７．０４ｍ 

 

議案第９６号 

平成２８年度松伏町一般会計補正予算（第３号） 

１ 補正前予算額     ８，４２６，３４５千円 

２ 補 正 予 算 額       １９２，１０７千円 

３ 合     計     ８，６１８，４５２千円 

 

議案第９７号 

平成２８年度松伏町国民健康保険特別会計補正予算（第２号） 

１ 補正前予算額     ４，３６４，３９９千円 

２ 補 正 予 算 額       △１２，７６２千円 

３ 合     計     ４，３５１，６３７千円 

 

議案第９８号 

平成２８年度松伏町公共下水道事業特別会計補正予算（第２号） 

１ 補正前予算額       ５７７，２５４千円 

２ 補 正 予 算 額        △１，２１１千円 

３ 合     計       ５７６，０４３千円 

 

議案第９９号 

平成２８年度松伏町介護保険特別会計補正予算（第２号） 

１ 補正前予算額     １，８５３，５５０千円 

２ 補 正 予 算 額           １５５千円 

３ 合     計     １，８５３，７０５千円 

 

議案第１００号 

平成２８年度松伏町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号） 

１ 補正前予算額       ２７０，５７６千円 

２ 補 正 予 算 額          △４５６千円 

３ 合     計       ２７０，１２０千円 

 


